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２．地方の未来 

地域経済の中心都市への人口集中 ～「多極集住」がトレンドに～ 

今後の地域別人口の大きな特徴の一つは、県庁所在地等の地域経済の中心

都市への人口集中である。民間有識者でつくる人口戦略会議が 2100 年まで

の人口減少社会への対応方針を提言した「人口ビジョン 2100」（2024年 1月

公表）では、このような状況を「多極集住」と表しているが、今後は東京一

極集中以上に多極集住が進展する。 

今後、ほとんどの都道府県で人口が大きく減少するが、地域経済の中心都

市では周辺地域から人口流入が続くため、わずかに人口が増加するか、人口

減少のペースが緩慢である。その結果、都道府県全体に占める中心都市の人

口割合（人口集中度）は上昇する。実際に、2020 年から 2050 年にかけて、

県庁所在地のほとんどで人口集中度は上昇する。さらに、その人口集中度の

上昇度合いにおいて東京圏（4.4％ポイント）を上回るところが少なくない。

例えば、都道府県単位で今後最も人口減少が進む秋田県でも、秋田市の人口

減少は緩慢である。そのため、秋田市の人口集中度は 2020 年の 32.1％から

2050年の 39.4％まで高まる見通しである＜図表 ３-５＞。 

 

◆郊外エリア における「都市のスポンジ化」 

ここで重要な点は「多極集住」で地域経済の中心都市の人口集中度は高ま

るものの、多くで全体の人口数が減少していくことである。 

特に影響が大きいと考えられるのは郊外エリアであろう。日本全体におけ

る世帯数は人口減少に伴って 2020年代半ばにピークアウトし、2050年には

ピーク時に比べて 500万世帯減少すると推察されるため、日本全体では空き

家の大幅増加は避けられない。空き家増加により、都市が空洞化していくこ

とを「都市のスポンジ化」と呼ぶが、この現象は地域経済の中心都市といえ

ども今後避けられない。特に、大都市で進む都心集中を考えると、政令指定

都市のような大都市であっても郊外エリアのベッドタウンなどでは都市のス

ポンジ化の危険性が高まろう。 

その郊外エリアでは公共交通網の維持も大きな課題である。労働力不足を

背景に産業間の人材奪い合いはすでに顕在化しているが、比較的賃金の安い

交通部門で人材難が深刻化するのは避けられない。郊外エリアでは都市のス

ポンジ化と公共交通網の縮小でさらなる人口減少の危機が高まっていく。 

また、地域経済の中心都市では後期高齢者の人口増加が著しく、介護人材

の不足は必至であろう。介護人材の獲得競争は都道府県をまたいで激化する

可能性が高く、三大都市圏のような賃金の高いエリアにある巨大都市とそれ

以外の都市の間で大きな差が生まれやすい。 

 

取り残される地域 ～加速化する人口減少がもたらす危機～ 

◆就きたい仕事を求めて若年女性が流出 

多くの自治体にとって、最大の人口流出先は東京圏のような巨大都市では

なく近隣にある地域経済の中心都市である。地域経済の中心都市は、人口数

図表 ３-５ 県庁所在地の人口の当該都道府県に対する割合（人口集中度） 

 
（出典）図表 3-1 に同じ 
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の多さと人口密度の高さを背景にサービス業の生産性が高く、賃金も高いた

め、それ以外の自治体が人口流出を回避するのは容易ではない。特に女性に

おいてサービス業の従事者が多いことから、人口流出が進む自治体では男性

以上に女性の流出が課題となる。若い女性の流出は将来の子どもを失うこと

に直結するため、自治体としては将来に渡る大きな痛手であり、人口減少の

加速が避けられない。 

しかし、地方の人口減少への対応から 2014 年から始まった地方創生は、

仕事創出を大きな目的としながらも、若い女性の雇用創出にうまく対応でき

ていない。 

 

◆インフラ危機の時代 

人口減少自治体で大きな課題となるのが、住民生活の基盤である公共サー

ビスのインフラであろう。インフラの多くは 1960～70 年代の高度成長期に、

つまり各地で人口減少が本格化する前に集中投資されたため、2020 年代か

ら更新需要が本格化する。東洋大学の根本教授の試算2では今後毎年 13兆円

程度のインフラ更新投資（公共施設と土木が半々）が必要であるが、これは

毎年の公共投資額の半分に相当する。 

インフラの多くは自治体の資産であるが、2050 年までに人口減少が加速

する自治体が多い中で、民営化等の様々なツールを駆使しても既存インフラ

を全て更新するのは容易ではなく、選択と集中が必須である。特に、公共交

通では赤字路線の廃線問題が顕在化した今、ほとんどの赤字路線では 2050

年までに廃線かサービスの大幅縮小・代替サービスへの転換が避けられない。

インフラの利用者である住民の移転・集住も検討される時代となろう。この

点については、次項以降で詳しく見ていく。 

 
2 根本祐二「インフラ老朽化対策と更新投資ファイナンスに関する考察」（財務省財務総

合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」、令和 4 年第 1号、2022 年 3 月） 

◆深刻な高齢化の進展の先にあるもの 

2020 年時点で高齢化率が 50％を超えている市町村の数は全国で 60 程度

にとどまっているが、2050 年には 10 倍近くの 550 程度（全体の 3 割程度）

まで増加する＜図表 ３-６＞。高齢化率が高い自治体では、高齢者向け公共

サービスの増加に加え、生産年齢人口の少なさから住民税に多くを期待でき

ない。そのため、そのような自治体の多くは、現在の公共サービスの維持が

非常に難しいであろう。 

人口減少から人口増加に転じる自治体は極めて少数だ。そのため、人口減

少が厳しい自治体では、人口増加策に拘泥せず、人口減少をある程度所与の

ものとして受け入れ、やること・やれないことを見極める必要がある。夕張

市のように一発逆転を狙った振興策を行って財政破綻を招き、住民に大きな

ツケを払わせることを繰り返してはいけない。将来にわたって住民の痛みが

少なくて済むように、身の丈にあった施策を行うべく、住民と自治体が共に

知恵をだしていく、いわば「まちのターミナルケア」が重要となろう。具体

 

 

図表 ３-６ 老年人口の割合別にみた市町村の数 

 
（出典）図表 3-1 に同じ 
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的には、 

・将来の「消滅」に備えて長寿命でも維持管理費用が高い公共インフラへの

投資はできるだけ控える 

・高齢者等を主な対象に、医療福祉関連サービスの維持が難しい自治体から

同一都道府県内の中心都市への移住を前提とした補助金を手厚くする等、

都道府県単位のコンパクト化・自治体間の機能分担を進める 

・完全自動農場といった、住民のほとんどいないことを前提にした新しいビ

ジネスにチャレンジする  

等が考えられる。 

 

固まって住むという選択とデジタル化 

「多極集住」のトレンドのもと、中心都市以外の都市では人口減少と高齢

化が進む一方で、自動車利用を前提とした住宅の郊外立地が進んでいるため、

低密度な市街地が広がっている。これらの都市では、総じて財政状況が厳し

いため、公共サービスの持続可能性が低く、さらに、高度成長期に集中して

整備され、老朽化している社会インフラ3の維持管理の負担が重い。そのうえ、

主に民間が提供する各種都市機能も低密度な市街地を背景に、日常品の買い

物の場、子供の教育施設、医療・介護施設などの各種都市機能と、それらへ

のアクセスを担う交通機関の維持が困難になる。 

そのため、2050年に向けては、市街地をコンパクトにして人々が「固まっ

て住む」という状態が全国に広がる。 

 

◆コンパクト・プラス・ネットワーク 

固まって住む際に、各種都市機能の配置と交通機関によるアクセスがカギ

を握る。住宅を強制的に一か所にまとめるようなやり方は経済社会の現状に

 
3 国土交通省ホームページ「社会資本の老朽化の現状と将来」 

なじまないため、まず各種都市機能を中心に今後開発を進めるエリアを定め

たうえで、各種都市機能へのアクセスを担う公共交通を維持・整備する。一

方で、それ以外のエリアの開発が抑制されることで、各種都市機能が集約さ

れるエリアと公共交通の沿線に住宅が緩やかに誘導される。例えば、スーパ

ーのように一定のエリア内に相応の利用者を確保しなければ運営が難しい場

合でも、公共交通の整備により遠方の利用者を獲得することができる。この

ように住民生活の利便性を確保しながら、人口減少下でも各種都市機能の利

用者を確保するような「コンパクト・プラス・ネットワーク」型への都市へ

の転換が必要になる4。現在、地域ごとのコンパクト・プラス・ネットワーク

推進計画にあたる「立地適正化計画」を定める都市は 747あり、うち 568都

市が計画を公表している。2050年にはコンパクト・プラス・ネットワークの

さらなる導入が進むと考えられる。 

コンパクト・プラス・ネットワークの一例が、日本初の全線新設 LRT（Light 

Rail Transit：低床式路面電車）である、芳賀・宇都宮 LRTを 2023年 8月

に開業した栃木県宇都宮市だ＜図表 ３-７＞。 

4 国土交通省「国土のグランドデザイン 2050」（2014 年 7月 4 日） 

図表 ３-７ 宇都宮駅東口の様子と芳賀・宇都宮 LRT 

  

（出典）現地にて当社撮影 
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同市では、LRTを活用したコンパクト・プラス・ネットワークを構築する

ため、LRTが発着する宇都宮駅東口を再開発し、商業施設や会議施設を構築

することで、今まで人通りの少なかったエリアに新たな人流を生み出した。

再開発の期待から高層マンションが沿線に新たに建設され、住民も増加し、

地価も上昇している。将来は県庁やデパートなどがある LRT 駅とは反対に

ある中心市街地まで延伸される計画もある5。 

 コンパクト・プラス・ネットワークの実装に向けては、ネットワークとな

る公共交通機関の整備をどう進めていくかが課題の１つになる。芳賀・宇都

宮 LRT も議論が開始されてから導入まで 30 年を要した。LRT 以外でもバ

スやコミュニティバスといった複数のモビリティによるネットワーク化を並

行して検討することで、コンパクト・プラス・ネットワークを支える公共交

通網を構築していく必要があるだろう。 

 

◆デジタル化の進展 

自治体の行政サービスも人口減少の影響を受け、職員の不足によって必要

なサービスを提供できなくなる恐れがある。現在の行政サービスは紙媒体に

よるアナログ処理が中心であり、利用者は行政窓口ごとに氏名や住所など類

似した内容を記載した用紙を用意しなければならず、行政側も紙媒体の手続

きによる手間の多さやデータ管理体制が課題になっている。人手不足が加速

する中、2050年にかけては行政業務のデジタル化（行政 DX）による効率化

が進むだろう。 

行政 DX の基礎となる自治体の基幹業務システムは、原則 2025 年度末ま

でに統一・標準化される予定だ。2026年度以降は標準化に集中していた人的

資源がシステムを活用した DX の推進に充てられ、将来に向けての行政 DX

化が推進される見込みである6。この結果、行政業務は単純なデジタル化によ

 
5 芳賀・宇都宮 LRT公式ホームページ「駅西側延伸」 

 

る省人化に加え、自動手続きや対話形式での入力など窓口業務にデジタル技

術が導入されることでユーザーの利便性と効率性が向上することが想定され

る。 

デジタル化の進展は行政業務に留まらない。医療・介護や交通、教育、福

祉、買い物といった少子化がもたらす地域の課題をデジタルで解決する「ス

マートシティ」の導入も進展する。都市や地域には、医療・交通・災害・警

備・介護など様々な情報がばらばらに存在しており、これを統合するシステ

ムである「都市 OS」の整備が必要になる＜図表 ３-８＞。 

都市 OS の活用例として、会津若松市では都市 OS に個人の電子カルテデ

ータを連携させ、病院・診療所の場所を問わないシームレスな診療環境を構

6 矢野経済研究所「自治体向けソリューション市場に関する調査を実施（2024 年）」

（2024年 5 月 23 日） 

図表 ３-８ 都市 OSの概要 

 
（出典）内閣府「スマートシティリファレンスアーキテクチャ ホワイトペーパー（日本語

版）」（2023 年 8 月）より当社作成 
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築し、オンライン診療にも活用している。この都市 OS とのデータ連携を前

提としたデータプラットフォームの構築や、課題をデータに基づき解決する

ような地域発スタートアップの誕生なども期待される。これらの行政 DXや

都市 OS の国内市場規模は 2026 年には 1 兆 1,695 億円であったものが、

2030年には約 6兆 5,300億円まで拡大する見込みであり、2050年には更な

る拡大が期待される＜図表 ３-９＞。 

 

地方における交通網の再編 

人口減少により公共交通利用者の総数が減少するだけでなく、少子高齢化

により公共交通を利用する通勤・通学利用が減少することが、公共交通の苦

境の背景に挙げられる。特に、スプロール化により多様な路線が展開されて

きたエリアでは、公共交通における選択と集中が避けられない。昨今のコロ

ナ禍による利用者減の影響もあり、鉄道やバスを運行する公共交通事業者に

 
7 国土交通省「令和 6 年度 交通政策白書」（2024 年 6 月 18日） 

係る収支状況は、2022 年度末現在でその大半が赤字となっている7。地方中

心都市以外の過疎地域では現在の公共交通網を維持することが困難になり、

交通空白地域が生じる。この交通空白地域における代替交通手段としてデマ

ンド交通の活用、鉄道から BRT（Bus Rapid Transit：バス高速輸送システ

ム）への転換、MaaS（Mobility as a Service：鉄道・バス・タクシー・デマ

ンド交通等といった複数の移動サービスを一つにまとめて提供するシステム）

を活用する場面が増える。また、公共交通事業者単独で事業収益を確保する

ことが難しくなるケースもあろう。その解決に向けて、従来の行政区域（都

道府県や市町村）を超えた事業連携体制や、医療や介護、買い物といった生

活分野と公共交通事業の連携の進展が期待される。 

 

◆デマンド交通の進展 

人口減少がより進行する地方の山間部などの「交通空白地域」では、常に

一定した交通需要が存在しないという特徴がある。これを解決するのがデマ

ンド交通である。デマンド交通は、利用者が予約し、その予約に合わせて運

行経路や運行スケジュールが確定する乗合の公共交通機関で、主に乗合バス

やタクシーにおいて見られる運行形態である。利用者の移動需要を束ねるこ

とで効率的な運行が可能となる。 

2020 年 3 月末時点でデマンド交通を導入している市町村数は 566 に上る

8。デマンド交通と AI や自動運転を組み合わせた実証実験も始まっており、

デマンド交通のさらなる効率化が進められている。 

例えば、東急バスは 2024 年 6 月に川崎市の虹ヶ丘団地でデマンドバスと

「レベル 2」の自動運転を組み合わせた実証実験を実施し、オペレーター1名

による遠隔監視と指示によって複数台のバスを効率的に運行することが可能

かどうか検証した＜図表 ３-１０＞。 

8 国土交通省「令和 3 年版交通政策白書」（2021 年 8 月 31 日） 

図表 ３-９ 行政 DXと都市 OS市場 

 
（出典）KPMG「2030 年市場展望と人材要件：行政（行政 DX・スマートシティ（都

市 OS））」（2023 年 5 月） 
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国土交通省は 2027 年度に自動運転等の新技術を用いたサービスを本格的

に開始することを目標としている。2024 年度に約 100 か所で一般道の自動

運転にかかる計画・運行を行い、2025 年度には全都道府県で通年運航の計

画・実施を目指している。 

2050 年に向けて、このような遠隔操作による自動運転デマンドバスが導

入され、交通空白地域の解消に貢献していることも考えられるだろう。 

 

◆既存の線路跡を活用した BRTの導入 

人口減少により鉄道が維持できなくなった場合の代替手段の一つとして

BRT（Bus Rapid Transit：バス高速輸送システム）の活用が挙げられる。

BRTとは、連接バスの導入や、バス専用道や専用バスレーン、公共車両優先

システムなどを組み合わせることで、従来のバス輸送よりも、高い輸送力等

を発揮するシステムであり、人口減少により鉄道網を維持できなくなったバ

ス転換の一つの形として活用が考えられる。廃線となった線路跡をバス専用

レーンとして活用し、既存駅からまちなかへ運行エリアを広げることで、鉄

 
9 国土交通省「令和 6 年版 交通政策白書」（2024 年 6 月 18日） 

道だけではカバーできなかったエリアまで集客できる。また、バスであるた

め運行本数に柔軟性があり、経費も鉄道より安いといったメリットがある。

2024年 3月現在、導入地域は 31あり、うち 6地域は廃線した線路跡を活用

したルートとなっている9。特に東日本大震災の被災地で運行されている気仙

沼線 BRT や大船渡線 BRT では、一部区間で運転手が同乗する「レベル 2」

の自動運転も開始しており＜図表 ３-１１＞、自動運転技術の発展に応じ、

自動運転 BRTが地域交通を担う場面も増えると考えられる。 

 

◆公共交通の広域連携と MaaSの進展 

地域の交通網が衰退すると複数の交通手段を組み合わせて目的地に到達す

るケースが多くなるが、利用者が乗り換えるたびに新たなチケットを入手す

るのでは手間がかかる。チケットの発行を 1旅程で 1枚にまとめることが可

能になれば、利用者にとっての利便性が高まるうえ、事業者側にとっても乗

降時の料金収受に係る業務の負担が減るメリットがある。 

こうした複数の交通手段のチケットをとりまとめるサービスは公共交通事

図表 ３-１０ 東急バスによる遠隔実証実験 

  

（出典）現地にて当社撮影 

図表 ３-１１ 気仙沼線 BRT 

 

（出典）現地にて当社撮影 
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業者が単独で提供するのは難しい。そのため、今までの市町村や県といった

行政区域を超えて公共事業者が連携し、MaaS を構築していくことが考えら

れる。MaaS では鉄道やバスといった従来の公共交通のほか、レンタカーや

シェアサイクルなど複数の交通手段を一括して予約・決済でき、地域住民や

旅行者一人ひとり異なるトリップ単位のニーズに応えられるようになる。 

 

◆公共交通事業者による連携 

人口減少が進むと、公共交通事業者は単独で収益を確保することが一段と

難しくなる。国土交通省は事業者の収益源を広げるため、公共交通事業者に

よる「共創」を推進している。この共創は①行政機関との共創、②交通事業

者同士の共創、③他の民間企業との共創、という 3つに分類されるが、特に

後者 2つは事業収益に直結するため今後の進展が見込まれる。 

例えば、熊本県熊本市では 5つある公共交通事業者が協働経営計画の認可

を受け、運行業務の共通化や路線の整理を行うなど経営の効率化を図る取組

を推進しているほか、茨城県常陸太田市ではコミュニティバス、病院への患

者輸送バス、スクールバスを路線バスに統合し、運賃を見直したうえで効率

的な運航を実現するといった取組みが進んでいる10。今後は、地域が抱える

課題に応じて、公共交通の在り方が決定されていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 国土交通省ホームページ「地域公共交通のリ・デザイン 大臣表彰一覧」 

≪BOX≫自動運転の公共交通が変える街並み 

「ロボットタクシー」が普及すると、現代ではタクシー、ライドシェア、

カーシェアリングといった別々の名称で呼ばれるサービスが、概念的には

１つの形態に収斂されていく。必要な時に呼び寄せて、目的地の最寄りま

で連れて行ってくれるオンデマンドの移動サービスである。 

このサービスが当たり前になると、例えば、駅前のタクシー待機所や駅

近くの駐車場は不要になる。つまり、20世紀の間、長らく自動車のために

占拠されていた利便性が高い土地が空く可能性がある。 

過密な都市に生み出されたスペースは、公園や緑地として再生したり、

自転車やウォーカブルな空間に再配分したりすることが可能である＜図

表 ３-１２＞。自動運転という公共交通手段の普及は、都市が人間らしい

生活スペースを取り戻すきっかけになる可能性を秘めている。2024 年 10

月 10日、ロボットタクシー「Cyber Cab」を発表したテスラのイーロン・

マスク CEO も、自動運転車が持つこのような都市の変革する可能性に言

及していた。 

テ ス ラ の Smart 

Summon 機能はその

走りだが、駐車場に駐

車する行為だけを自動

化するバレーパーキン

グの実証も進んでい

る。この技術が高度化

すれば、駅などから離

れた不便な土地の有効

活用も可能になる。 

図表 ３-１２ 自動運転車が普及したカリフォ

ルニアの駅前（イメージ図） 

（出典）BOSCH 
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不便な地域のマイカー問題 

◆マイカーに給油ができない？ 増える SS 過疎地 

カーボンニュートラルの実現に向け、“電動車”への移行と内燃機関車の

販売規制が各国で順次行われるが、日本では電動車の定義にハイブリッド車

（HEV）が含まれている。そのため、乗用車の新車販売規制が行われる 2035

年以降も国全体で見ると HEV の販売ウェイトが高いことが予想される。自

動車は耐用年数の長い製品であり、国内の車齢も全車種で高齢化している。 

過疎化の進展や公共サービスの質の低下が避けられない地域では、将来に

向けても、日常の移動の足としてマイカーが手放せないだろう。しかし、国

内では、ガソリン車やディーゼル車、さらには HEV やプラグインハイブリ

ッド車（PHEV）の維持、利用に不便する地域が増えていく可能性がある。

給油が難しくなるためだ。 

カーボンニュートラルの機運が高まる以前から、自動車の燃費の向上によ

るガソリン需要の減少、設備の老朽化、従業員不足や経営者の跡継ぎ不足な

どにより、「サービスステーション」（SS）は減少の一途を辿っている。過去

20年で販売事業者はほぼ半減、給油所の数も 55％減少している＜図表 ３-１

３＞。 

資源エネルギー庁では、SS が 3 か所以下になった自治体を「SS 過疎地」

に認定しており、2023 年 3 月末時点で 358 自治体が該当している11。この

“過疎化”は町村部や離島部で特に深刻だが、首都圏では東京都小金井市、

神奈川県逗子市も該当している12。また、過去の市町村合併により、地方部で

は自治体の面積が拡大している。過疎地の定義に該当しない場合であっても、

住民の居住地から 15km以内に給油所が存在しない自治体が 232ある13。 

 
11 資源エネルギー庁「市町村別に見る SS過疎の状況」（令和 5 年 3月 31 日時点） 
12 前掲注 11 
13 資源エネルギー庁「SS過疎地対策ハンドブック」（2024年 5 月）。なお SS過疎地も

含めると 287自治体が該当。「15km」は道路距離を測定。 

給油所の経営を取り巻く環境は今後も厳しい。自動車向けの需要が伸びる

見通しが乏しい中で、40 年に一度は設備投資が必要なためである。2010 年

6 月公布された改正消防省令により、2013年 1月以降、設置から 40 年以上

経過した地下貯蔵タンクには、危険物流出防止のための補修工事が義務づけ

られた14。この補修義務が 2010年前後の廃業を後押ししたと言われる。2050

年までに、設置 40年を迎えるタンクは多く存在する。 

今後も拡大が見込まれる SS 過疎地においては、ユーザビリティを考慮す

ると、自宅等で充電できるバッテリー式電気自動車（BEV）が選択肢となる

可能性がある。充電走行距離 180km15の軽 BEVである日産自動車「サクラ」

は、2022年 5月の発売から 2年強で 8.1万台以上を売り上げている16。高速

道路に乗らない、日々の通勤や買い物、送迎の近距離利用、いわゆる“まち

14 エネルギープランナー協会「【石油】11、SSの地下タンクの老朽化対策とは」 
15 日産自動車「日産サクラ主要装備一覧／主要諸元」 
16 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車通称名別新車販売確報」。2022 年度、2023 年

度、2024 年度 4 月～7 月分までを集計。 

図表 ３-１３ 揮発油販売業者数及び給油所数の推移（登録ベース） 

 
（出典）資源エネルギー庁資料より当社作成 
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乗り”であれば、外出先でこまめに充電をしたり、夜間に自宅でフル充電し

たりすることで耐えられるだろう。 

 

◆自動車に限らない過疎地のエネルギー調達危機 

ただし、この SS 過疎地問題は、地域住民の足の問題だけに留まらない。

農業機械の燃料や冬季の灯油の購入先の確保のほか、除雪車や救急車両とい

った公共サービスのための自動車の配備、給油場所の確保の観点でも地域の

課題となる。 

公営の SSを維持しようという

動きを見せる自治体も出てきた

が、一方で家電や農機の電動化は

進んでおり、官用車を電動化する

という手もないわけではない＜

図表 ３-１４＞。民間に運営が委

ねられてきた SSだが、地域のエ

ネルギーインフラの一翼を担う

施設である。電化社会や水素社会

に移行するにも、新たなインフラ

整備のコストと期間を要する。過

疎地よりも広く点在する SS過疎

地では、地域社会の存続のために

も、住民を交えた計画的な地域の

エネルギー移行プランを検討する必要がある。持続可能な生活圏を維持する

ための検討でもあり、地域によっては、これもまた、“まちのターミナルケア”

の検討項目の１つと言えよう。 

 

≪BOX≫特殊用途の自動運転車が公共サービスの担い手に？ 

自動運転タクシーやバス等の世界展開を目論む中国の新興企業 WeRide

では、製品ラインナップに道路清掃車がある＜図表 ３-１５＞。現地の自

治体や衛生管理を受託する企業等から大量に注文が入っている。 

図表 ３-１５ WeRideの自動道路清掃車 

 
（出典）WeRide 

 

ノルウェーやドイツでは、空港を舞台に、自動運転除雪車の実用化に向

けた実証実験が進む＜図表 ３-１６＞。 

特殊車両の自動化では、他にゴミ収集車や農耕作業車などが研究開発さ

れている。作業内容や天候、ルートなどがある程度定型化されているため、

タクシーやバスよりも実用化しやすい可能性がある。作業を無人化できる

ことで、高齢化や人口減少の進む地域の公共サービスを補完し得る存在に

なる可能性がある。ただし、例えば、除雪作業であれば、建物の雪下ろし

も必要であるように、路面作業の自動化だけでは解決しない問題も残る。 

図表 ３-１６ 空港における自動運転除雪車の実証実験 

 
（出典）シュトゥットガルト空港 YouTube 

図表 ３-１４ 日本初の BEV救急車 

 

（出典）東京消防庁公式 X  
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人口減少社会を支えるエアモビリティ  

人口減少と都市部への集住が進んでも、一次産業など集住に適さない産業

は一定程度残る。また、砂防や水源涵養などのための山林整備や送電線の保

守管理など、定住人口のない山間部であっても、防災やインフラ維持の点か

ら人の出入りは必要となる。 

 

◆空飛ぶクルマの普及 

 高速で道路などのインフラ整

備が要らない交通手段として「空

飛ぶクルマ」＜図表 ３-１７＞が

注目される。空飛ぶクルマといわ

れるが、クルマのように手軽に空

を飛べる交通手段を指し、必ずし

も道路走行ができるわけではな

い。具体的には、①電動化、②自

動化、③垂直離着陸などによって

利用しやすく持続可能な次世代

の空の移動手段17と定義され、諸

外国では Advanced Air Mobility（AAM）などと呼ばれている。 

 2025年大阪・関西万博での飛行が目指されており、その後、商業運航も順

次進められる。空飛ぶクルマの航続距離は数十～300km程度とヘリコプター

の 600～900km程度より小さいが、運航コストは電動化、自動化により大幅

に減少すると期待されている。2020 年代にはパイロットによる有人飛行に

とどまる見通しだが、2030 年代後半から自動飛行が行われるようになると

考えられており、それによって爆発的に普及していくと考えられている。

 
17 空の移動革命に向けた官民協議会「空飛ぶクルマの運用概念 第 1 版改訂 A」（2024

年 4 月 23 日） 

PwC の推計では 2025 年から飛行し始めた空飛ぶクルマの市場規模は 2030

年に 7,000億円、2040年には 2.5兆円に達するとされている＜図表 ３-１８

＞。 

◆離島や山間部で期待される空飛ぶクルマ 

 自動飛行が始まれば運航コストが減少し、従来のヘリコプターのような超

富裕層の利用や緊急時の利用だけでなく、観光客や住民も空飛ぶクルマを利

用できるようになるだろう。特に、離島や山間部ではフェリーや自動車と比

べ大幅な時間短縮が望める。 

 

 

図表 ３-１８ 空飛ぶクルマの市場規模 

 
（出典）PwC「“空飛ぶクルマ”の産業形成に向けて―地域での産業形成の核となる「イ

ンテグレーター」への期待―」（2020年 12 月） 

図表 ３-１７ 空飛ぶクルマ 

 
（出典）Skydrive「SkyDrive、2025 年大阪・関

西万博『未来社会ショーケース事業出展』

の 「スマートモビリティ万博」における空

飛ぶクルマの運航事業者に選定」（2023 年

2 月 21 日） 
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例えば、香川県は 2035 年頃の高松～小豆島間の空飛ぶクルマの料金を、

自動飛行を前提に 1 人当たり 2 万 5,000 円と試算している18。これはフェリ

ーの 700円、高速艇の 1,400円と比べると非常に高額であるが、ヘリコプタ

ーと比べると半額程度19とみられ、急ぎの場合や観光の際には支払えない金

額ではないだろう。また、離島同士の周遊などフェリーでは採算がとりづら

いルートでの運行も可能になる。 

フェリーなどと比べると所要時間が短く、発着時刻にも自由があるという

空飛ぶクルマの利便性を引き出すには、適切な発着場所の確保が必要となる。

例えば、離島と本土の間を短時間で飛行できても、発着地が市街地などから

遠く離れていては料金に見合った利便性があるとは言えない。また、病院な

どへの搬送に時間がかかる場所に発着しては緊急時の有用性も下がってしま

う。従って、空飛ぶクルマの発着場所を中心市街地や、新幹線・リニアモー

ターカーの駅、空港、拠点病院、ショッピングセンターといった場所に確保

できるかどうかが普及の鍵となるだろう。 

また、空域管理や相乗りの調整をデジタル化・自動化し、待ち時間を減ら

したり、安全・安価に利用できるようにしたりすることも必要となる。 

ただし、デジタル化・自動化が進展しても、陸上交通に比べれば料金は高

いと考えられる。利用は離島や山間部など陸上交通が不便な場所との行き来

に限られるだろう。日本では都市内や平野部内の移動は自動運転車の方が優

位だと考えられる。 

 

◆物流の省人化・自動化 

人の移動だけでなく、物の移動も省人化が避けられない。山小屋や山間部

 
18 香川県「空⾶ぶクルマ需要予測等調査委託業務の検討結果報告」（2024 年 2 月 28

日） 
19 ヘリコプターも拠点ヘリポートからなら 3 人乗り 30 分 15万円程度でチャーターでき

る。ただし、こうした安価なヘリコプターは利用者が多い東京へリポートや京都ヘリポ

ート等からの利用に限られる。 

の工事現場、離島などには空飛ぶクルマによる輸送が行われるであろう。ま

た、中山間地域や農村部での宅配ではドローンの活用も考えられる＜図表 

３-１９＞。なお、ドローンとは、無人航空機のうち人が乗れない構造で総重

量 150kg未満のものをいう20。総重量 150kgを超える無人航空機や人が乗れ

る無人航空機は一般に「空飛ぶクルマ」に分類される。ドローン配送は既に

スタートアップの NEXT DELIVERYが「SkyHub」の名称で展開している

ほか、2024 年 2 月に鹿児島県瀬戸内町と日本航空が共同で奄美アイランド

ドローン社を設立するなど社会実装が始まっている。 

都市部などの人口密集地域では配送ロボット＜図表 ３-２０＞が活躍する。

経済産業省の試算では 5～10年後には配送ロボットの価格は現在の 2分の 1

～5 分の 1、運用コストは 10 分の 1 程度まで低下すると見込まれており、

2030年代後半に本格的な商業利用が期待される。 

20 航空法第二条第二十二項の「無人航空機」の定義及び航空機製造事業法第二条第一項

並びに航空機製造事業法施行令第一条の「航空機」の定義から、人が乗れない構造で総

重量 150kg未満の機体がドローンとされることが多い。 

 

図表 ３-１９ ドローン配送 

 

（出典）当社撮影 
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◆ドローンの社会実装はインフラ点検から 

 人や物の移動を支えるエアモビリティであるが、最初はインフラ点検から

利用が開始されると考えられている。インプレス総合研究所によるとドロー

ンサービスの市場規模は 2028 年度 5,154 億円と見込まれているが、そのう

ち点検が 2,088億円と 40%を占めている＜図表 ３-２１＞。 

 また、国はデジタルライフライン構想において将来的に 4万 kmのドロー

ン航路を整備するとしているが、主に送電線と河川を活用する。特に送電線

については、送配電各社などが出資するグリッドスカイウェイが航路プラッ

トフォームを整備した上で、電力設備のドローンによる点検にも使用する計

画がある。河川についてもダムや堤防など点検を要する設備は多いと考えら

れ、インフラ点検のコスト削減を目的としたエアモビリティの活用が物流な

どの他の用途での活用に必要となる基盤整備を後押しするものと考えられる。 

 さらに、インフラ点検領域ではダムや港湾、洋上風力発電では水中ドロー

ン、また建物の点検や警備では人型や四足のロボットなども活用されており、

空のドローンだけでなく水や陸のロボットについてもまずはインフラ点検か

ら実装されていくと考えられる。 

  

図表 ３-２１ ドローンサービスの市場規模 

 

（出典）インプレス総合研究所「ドローンビジネス調査報告書 2024」（2024 年 3 月）

より当社作成 

2023

年度

2024

年度

2025

年度

2026

年度

2027

年度

2028

年度

その他サービス 265 379 477 521 566 613

物流 21 30 51 163 469 878

防犯 104 128 155 188 226 270

農業 484 527 602 663 724 775

点検 774 1,053 1,306 1,545 1,820 2,088

土木・建築 298 357 374 391 408 425

空撮 80 90 95 98 102 105
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5,000
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図表 ３-２０ 配送ロボット 

 

（出典）当社撮影 
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≪BOX≫海上でも進む自動化 

身近な自動車や宅配、さらに空飛ぶクルマにとどまらず、船の世界で

も自動化が進んでいる。国際海事機関（IMO）は自動運航船に関する国

際規則（MASS code）を 2025年に採択し、2028年から強制することを

目指している。日本では、日本財団が中心となり 2040 年に国内を走る

船の 50%を無人航行船にすることを目標とした「MEGURI 2040」プロ

ジェクトを進めている＜図表 ３-２２＞。2050年には過半の船が自動運

航船になるだろう。日本は貿易のほぼすべてを海上輸送に頼っており、

自動運航船は貿易をより円滑にすると期待される。 

図表 ３-２２ 自動運航実験船「すざく」 

 

（出典）日本財団「無人運航船プロジェクト『MEGURI2040』」 


